
議案第８号 

東京都板橋区立小学校及び中学校の就学指定等に関する規則の一  

部を改正する規則 

上記の議案を提出する。 

   令和３年３月１１日 

        提出者  板橋区教育委員会教育長  中 川 修 一 

 

東京都板橋区立小学校及び中学校の就学指定等に関する規則の一部  

を改正する規則 

  東京都板橋区立小学校及び中学校の就学指定等に関する規則（平成１

５年板橋区教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。  

  別表第２の１４の項中「小茂根三丁目１番から６番まで・１０番から

１７番まで 小茂根四丁目 小茂根五丁目１番から７番まで」を削り、

同表の１６の項中「小茂根三丁目７番から９番まで 小茂根五丁目８番

から１９番まで」を「小茂根三丁目 小茂根四丁目 小茂根五丁目」に

改める。 

   付 則 

 この規則は、令和３年８月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

 上板橋第二中学校及び桜川中学校の通学区域を変更する必要があるため。 

 

 



東京都板橋区立小学校及び中学校の就学指定等に関する規則 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

別表第２（第２条関係）中学校通学区域 別表第２（第２条関係）中学校通学区域 

  学校名 通学区域    学校名 通学区域  

 14 上板橋第二中学

校 

大谷口一丁目 大谷口二丁目  

大谷口北町6番から8番まで・16

番から43番まで・49番から90番

まで 大谷口上町29番から35番

まで・42番から91番まで 向原

一丁目 向原二丁目 向原三丁

目 小茂根一丁目 小茂根二丁

目  

 

  14 上板橋第二中学

校 

大谷口一丁目 大谷口二丁目 

大谷口北町６番から８番まで・

16 番から 43 番まで・49 番から

90 番まで 大谷口上町 29 番か

ら 35 番まで・42 番から 91 番ま

で 向原一丁目 向原二丁目 

向原三丁目 小茂根一丁目 小

茂根二丁目 小茂根三丁目１番

から６番まで・10 番から 17 番

まで 小茂根四丁目 小茂根五

丁目１番から７番まで 

 

 

 16 桜川中学校 桜川一丁目 桜川二丁目 桜川

三丁目 上板橋一丁目18番から

27番まで 上板橋二丁目 東新

町一丁目21番から53番まで 東

新町二丁目 小茂根三丁目 小

茂根四丁目 小茂根五丁目 東

山町34番・51番・52番 

  16 桜川中学校 桜川一丁目 桜川二丁目 桜川

三丁目 上板橋一丁目 18 番か

ら 27 番まで 上板橋二丁目 

東新町一丁目 21 番から 53 番ま

で 東新町二丁目 小茂根三丁

目７番から９番まで 小茂根五

丁目８番から 19 番まで 東山

町 34 番・51 番・52 番 

 

 

  

 


